
 答申第１号　　　　

 令和８年３月２６日

 

 答申書

 

 事件番号　７審査請求第１号

 諮問番号　諮問第１号　　　

 

 吉野川市長　原井　敬　殿

 

 吉野川市行政不服審査会　　

 

 　上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。

 

 第１　結論

　本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、妥当である。 

 

 第２　事案の概要

　本件は、吉野川市（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対して令和７年５月２

２日付けで行った地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３１条第１項 、第３３

５条、第３７３条第１項及び第７２８条の規定による滞納処分として、審査請求人が

株式会社かんぽ生命保険と締結している生命保険契約のうち全期間払込１８歳満期学

資保険に係る解約返戻金支払請求権及び積立配当金及び約定利息の支払請求権（以下

単に「学資保険に係る債権」という。）を差し押さえたこと（以下「本件処分」という。）

に対し、審査請求人が、本件処分は子どもの将来性を奪うものである等と主張して、

処分の取消を求める事案である。 

 

 第３　事実関係

 

 １　関係法令等の定め（本件処分に係る根拠法令等）

　地方税法第３３１条第１項は市町村民税（同法第３３５条の規定により滞納処分

をする個人の道府県民税を含む。）について、同法第３７３条第１項は固定資産税に

ついて、同法第７２８条は水利地益税等について、それぞれ、滞納者が督促を受け、

その督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までにその督促に係る市町

村民税等に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、市町村の徴税吏員は、当該

市町村民税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければ

ならないと規定する。また、吉野川市債権管理条例（令和７年吉野川市条例第１号）



第７条は、債権管理者は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予

及び滞納処分の執行停止については、法令又は条例の規定によりこれを行わなけれ

ばならないと規定する。 

 

 ２　処分の内容及び理由

　処分庁においては、審査請求人には市町村民税、個人の道府県民税、固定資産税

及び国民健康保険税を納付しておらず、督促状を発送した日から１０日を経過して

もこれらの納付すべき税を滞納しているという事実を認定し、地方税法の規定に当

てはめた結果、審査請求人の財産を差し押さえすべきと判断し、審査請求人に対し

て本件処分を行った。 

 

 ３　審理員による審理手続及び調査審議の経過

令和７年６月２３日、審査請求人は、本件処分に対する審査請求を行った。 

令和７年６月２５日、審理員が指名された。 

令和７年７月１１日、処分庁から弁明書が提出された。 

令和７年７月２２日、審査請求人から反論書が提出された。 

令和７年８月２０日、審査請求人からの申立てにより、口頭意見陳述を実施した。 

令和７年９月２９日、審理員からの要求により、処分庁から物件が提出された。 

令和７年１０月１６日、審理手続を終結した。 

令和７年１０月３１日、審理員より審理員意見書が提出された。 

令和８年３月２６日、当審査会において審議を行った。 

 

 第４　審理員意見書の要旨

 

 １　審理員意見の結論

　本件処分には違法又は不当な点はない。そのため、本件審査請求には理由がない

から、行政不服審査法第４５条第２項の規定により、棄却されるべきである。 

 

 ２　審理関係人の主張

 

 (１)　審査請求人の主張の要旨

　処分庁が差し押さえた財産は、審査請求人の子のための学資保険に係る債権で

あり、子どもの将来性を奪うものである。 

　審査請求人は納税相談にも行き、毎月３，０００円を分割納付している。他の

市町村では税の滞納があっても、分割納付している場合は滞納処分しないことが

あると聞いたが、吉野川市は財政状況が厳しいことを理由に差押をしたのではな

いか。 



　強引な滞納処分により生活保護の受給につながるケースが全国的に見られるこ

とから、滞納処分するよりも納税意欲を高めることが重要である。 

 

 (２)　処分庁の主張の要旨

　審査請求人は、吉野川市に納付すべき税を納付しておらず、令和７年５月

２２日付け７吉税第１０３号で国税徴収法第５４条の規定により作成した差

押調書の滞納金額明細書に記載するとおり各納期ごとに督促状を発送した

が、発送した日から１０日を経過しても滞納している事実が認められること

 から、地方税法の規定に基づき滞納処分を行った。

　本件処分の対象として差し押さえた財産である学資保険に係る債権につい

ては、その契約者及び保険金受取人は審査請求人であることから、審査請求

 人の財産であることが認められる。

　学資保険に係る債権は、地方税法の規定によりその例によることとされる

国税徴収法第７５条から第７８条までに規定する差押禁止財産に該当しない

 ことから、子どもの将来性を奪うものとはいえない。

　審査請求人は、令和６年１１月１日から１ヶ月につき３，０００円を分割

納付しているところであるが、分割納付中であっても完納するまでは滞納し

ている事実があり、その間に滞納処分を行ってはならないとする法令等は存

 在しない。

 

 ３　論点整理

 

 (１)　学資保険に係る債権が差押禁止財産へ該当するか否か

　審査請求人が主張するように、学資保険に係る債権を差し押さえることが

子どもの将来性を奪うものと考えられるのであれば、関係法令において差押

することができない財産である旨が定められているはずであるから、学資保

険に係る債権が差押禁止財産に該当するかどうかについて判断する必要があ

 る。

 

 (２)　分割納付中の滞納処分の適法性

　審査請求人が滞納する徴収金については分割納付されているところである

が、分割納付中において滞納処分することの適法性について判断する必要が

 ある。

 

 ４　審理員意見の理由

 

 (１)　審理員が認定した事実



　本件の審理手続において審査請求人及び処分庁から提出された書類等によ

り確認し、両者の間に争いのない事実（以下「認定事実」という。）は次の

 とおりである。

 

(ア)　差押調書に記載するとおり、審査請求人には本件処分を行った時点に

おいて合計３６７，４００円の滞納があり、市県民税、固定資産税及び国

民健康保険税の各税目において同調書の滞納金額明細書の督促手数料の欄

に記載する日にそれぞれ督促状を発し、その日から起算して１０日を経過

 した日までにその督促に係る各税目に係る徴収金が完納されていない。

 

(イ)　審査請求書の添付書類及び処分庁から提出された弁明書に記載すると

おり、審査請求人は令和６年１１月１日から１ヶ月につき３，０００円の

 分割納付を行っている。

 

 (２)　論点に対する判断

 

 (ア)　学資保険に係る債権が差押禁止財産へ該当するか否かについて

　地方税法第３３１条第６項、第３７３条第７項及び第７２８条第７項は、

市町村民税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法

（昭和３４年法律第１４７号）に規定する滞納処分の例によると規定し、

同法第７５条から第７８条までの規定は、差押の禁止について定めており、

財産の差押にあたり滞納者の最低限の生活を維持するために必要なものに

 ついてその差押を禁止する趣旨と解される。

　これらの規定のうち、同法第７６条では給与の差押禁止について規定し

ており、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給

与に係る債権の一部について差し押さえることができない旨を規定してい

るが、学資保険は子どもの教育資金の準備をしながら当該子ども及び契約

者の保障を行うことを目的としたものであることから、学資保険に係る債

権は給与に係る債権に該当しない。また、同法第７７条では社会保険制度

に基づく給付の差押禁止を規定しており、同条第２項各号に掲げる各法律

に基づく保険、共済又は恩給に関する制度及び国税徴収法施行令（昭和３

４年政令第３２９号）第３５条第３項各号に掲げる制度に基づく給付を対

象としているが、学資保険に係る債権はこれらの制度に基づく給付に該当

 しない。

　以上のことから、学資保険に係る債権は差押禁止財産に該当せず、これ

 を差し押さえた本件処分は適法かつ適正である。

 



 (イ)　分割納付中に滞納処分できるかどうかについて

　地方税法第３３１条第１項、第３３５条、同法第３７３条第１項、第７

２８条に規定するとおり、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日か

ら起算して１０日を経過した日までにその督促に係る市町村民税等に係る

地方団体の徴収金を完納しないときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村

民税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなけれ

ばならないと定められており、第５の１の(１)に記載する事実を当てはめ

 れば、滞納者の財産を差し押さえることは適法かつ適正である。

　なお、地方税法第１５条第１項及び第２項の規定による徴収の猶予をし

たときは、同法第１５条の２の３の規定により、当該徴収の猶予をした期

間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及

び滞納処分（交付要求を除く。）をすることができないと規定されている。

しかし、本件処分に係る分割納付は同法の規定に基づく徴収の猶予には該

当せず、事実上の徴収の猶予を認めたものと解せられることから、当該規

 定は適用されるものではない。

　以上のことから、分割納付中に滞納処分をすることは適法かつ適正であ

 る。

 

 第５  答申の理由

　審査員意見書により提示された本件審査請求に係る認定事実、論点及び論点

に対する判断は適正であり、当審査会における答申の理由は、第４の４と同旨

 である。

 

 第６　まとめ

　以上の点から、本件各審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判

 断は妥当である。よって、結論記載のとおり答申する。

 

 

 吉野川市行政不服審査会

 

 会長　

 

 委員　

 

 委員　


